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入札説明書 

 

この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加

しようとする者（以下「入札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない

一般的事項を明らかにするものである。 

 

１ 委託業務内容 

(１) 業務名 一般国道 340 号立丸第一トンネルほか非常用警報設備点検業務委託 

(２) 仕様 別紙仕様書のとおり 

(３) 委託期間 契約締結の翌日から令和８年３月 15日まで 

(４) 履行場所 遠野市土淵町栃内地内ほか 

２ 入札参加資格 

次の全てを満たすものであること。 

(１) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

(２) 条件付一般競争入札参加申請書を期限までに提出した者であること。 

(３) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から競争入札に関する指

名停止を受けていないこと。 

(４) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合、入札書提出日現在にお

いて措置を受けた日から１ヶ月を経過していること。 

また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告を受

けていないこと。 

(５) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申し立てをして

いる者、若しくは更生手続き開始の申し立てがなされている者、又は民事再生法（平

成 11年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申し立てをしている者、若しくは再

生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。 

(６) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７

号)第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でない

こと。 

(７) 入札日現在で、令和７・８・９年度岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名

簿に、設備の保守管理（電気・通信設備）で登録されている者であること。 

(８) 国土交通省又は地方公共団体の各機関が発注した、トンネル非常用警報設備点検

業務について、平成 27年４月１日以降の受注実績を有する者であること。 

３ 入札参加希望者に求められる事項 

(１) 入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加申請書に次に掲げる書類を添付して、

令和７年８月 20 日（水）午後５時までに９(２)に示す提出先に持参又は令和７年８月

20 日（水）までに提出したことが証明若しくは確認できる送付方法により提出するこ

と。 

なお、入札参加資格者は、提出した書類について説明を求められた場合は、それに

応じなければならない。 

ア 入札参加資格を証明する書類 

平成 27年４月１日以降に国土交通省又は地方公共団体が発注したトンネル非常用

警報設備点検業務の元請としての実績を証明するものとして、国土交通省又は地方

公共団体と交わした契約書の写し（条件付一般競争入札参加申請時点で完了してい

る業務に限る。）を添付すること。 

(２) 県南広域振興局長は、入札参加希望者が提出した書類の確認を行い、その結果を、

令和７年８月 22 日（金）までにファクスにより通知するものとする。 



２ 

なお、岩手県暴力団排除条例の施行に伴い、入札参加者から暴力団等を排除するた

め、暴力団等に該当するか否かについて、岩手県警察本部に照会する場合があること。 

４ 入札及び開札の日時及び場所等 

入札予定日時 令和７年８月 25 日（月）午後２時 30分 

場所 遠野地区合同庁舎 ２階特別会議室 

(１) 入札場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外

の者は入場することができない。 

(２) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては入札場に入場することがで

きない。 

(３) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、

入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその

代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 

(４) その他詳細は、条件付一般競争入札心得によること。 

５ 入札保証金に関する事項 

免除する。 

６ 契約に関する事項 

(１) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(２) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を、契約締結前に納付

しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履

行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一

部の納付を免除する。 

(３) 契約保証金には、利息を付さない。 

(４) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 

(５) 契約条項は、別添契約書（案）のとおりとする。 

７ 入札執行回数に関する事項 

初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付することとし、その

回数は初度の入札を含め３回を限度とする。 

８ 本説明書等についての質問 

(１) 本説明書等について質問がある場合には、令和７年８月 20 日（水）午後５時まで

に書面（様式任意、ファクスによる提出可）により９(２)まで問い合せることができ

る。 

(２) 前号の質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格者に対し令和７年８月 22日

（金）までにファクスにより送信する。 

９ その他 

(１) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当

該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

(２) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

郵便番号 028-0525 岩手県遠野市六日町１番 22号（遠野地区合同庁舎２階） 

県南広域振興局土木部遠野土木センター 

電話番号 0198-62-9938 ファクス番号 0198-63-1088 


